
事業概略書 

事 業 名 サービス利用計画の実態と今後のあり方に関する研究 

事 業 目 的 

１．障害者自立支援法におけるサービス利用計画の制度化と実態 

○障害者自立支援法では「サービス利用計画作成費の個別給付」が明

記されている。 

○「サービス利用計画作成費の個別給付」は、ケアマネジメント手法を

活用し、地域での自立した生活を支えるために重要な事業である。 

○しかし、対象者が限定されていたためか、平成 22 年 4 月時点のサ

ービス利用計画作成費の利用者は 3,413 人と低調で、当初、国が想定

していた件数をはるかに下回っていた。 

 

２．サービス利用計画の課題を踏まえた障害者自立支援法の改正 

○こうした状況を受けて、平成 24 年 4 月から、サービス等利用計画作

成のための相談支援は「特定相談支援事業」における「計画相談支援」

として位置付けられるとともに、その対象者は「市町村の支給決定を経

て障害福祉サービスを利用する者」となり、範囲が大幅に拡大されるこ

ととなった。 

○一方、市町村の支給決定プロセスにおいても、改正法では、市町村

の支給決定前に、相談支援事業所が課題を分析したり、計画案を作成

することについても「計画相談支援」業務として認めることとなった。ま

た、市町村はその計画案を勘案して、利用者の生活や支援の実態にあ

った支給決定を行うこととされた。 

 

３．サービス等利用計画の範囲拡大への円滑な対応の必要性 

○改正法の施行（平成 24 年 4 月）を目前に控え「サービス等利用計

画」の現状をみると、その利用はいまだ低調であり、全国の相談支援事

業者に作成のノウハウが浸透しているとはいいがたい。 

○今後、障害者の地域生活支援の一層の推進に向け、現在利用が低

調な実態と課題を明らかにした上で、「サービス等利用計画」に盛り込む

べき具体的な内容と標準的な様式、記入の留意点、点検マニュアルな

ど計画作成のプロセスを整理し、「モデル事例集」として明確化する必要

がある。 

○そこで、本研究事業では、相談支援専門員の職能団体という本会の

特性を生かし、現場の課題に応えられる実効性の高い「モデル事例集」

を作成・普及することで、改正法の施行後に対象範囲が拡大した後もサ

ービス等利用計画が円滑に作成できるよう、また、計画の水準を一定に

保つことができるようにすることとした。 



事 業 概 要 

１．検討委員会の実施 

○事業企画、進捗管理、結果分析、報告書の取りまとめを行う検討

委員会を構成し、運営した。 

 

２．サービス等利用計画の実態把握調査 

○サービス利用計画の今後のあり方検討の基礎資料を得るために、

市区町村、相談支援事業所への調査を実施し、サービス利用計画の

実態を把握した。 

 

３．「サービス等利用計画作成サポートブック」の作成 

○「サービス等利用計画」の全国的な実態、課題をふまえ、改正法

施行後の範囲拡大を見据えた「サービス利用計画」の標準的な様式、

盛り込むべき内容、計画作成の留意点、点検マニュアル等について

まとめた「サービス等利用計画作成サポートブック」を作成した。

○サポートブックの作成にあたっては、サービス等利用計画を作成

する相談支援事業者、その計画を受けて支給決定を行う市町村行

政、サービス利用者それぞれの視点からみた留意点を盛り込んだ。

事業実施結果 

及び効果 

○「サービス利用計画」の利用が低調で、「サービス等利用計画」

に盛り込むべき具体的な内容等についてノウハウが浸透していな

い相談支援事業者に対し、「サービス等利用計画」の作成体制、プ

ロセス、盛り込むべき内容を標準化し、具体的な事例集として明確

に提示することで、改正法の施行後にサービス等利用計画の対象範

囲が拡大した後に、全国の相談支援事業者において、サービス等利

用計画が円滑に作成され、また、計画の水準を一定に保つことがで

きる。 

○「サービス等利用計画」の内容を参考に支給決定を行う市町村行

政に対し、「サービス等利用計画」の点検マニュアル及びモデル事

例集を提示することで、市町村行政担当者に「サービス等利用計画」

とそれを支給決定プロセスに連動させることの具体的なイメージ

を共有させ、障害種別、相談支援事業所、地域によらず、質の高い

「サービス等利用計画」を作成できる相談支援体制構築に向けた参

考情報を提供することができる。 

○都道府県相談支援従事者養成研修のテキスト等として活用する

ことにより、「サービス等利用計画」への相談支援専門員の理解を

深耕することができる。 

事 業 主 体 
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